
  

郡山市商店街等にぎわい回復・ＤＸ推進事業補助金交付要綱 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大及び物価高騰等の影響により減少した市内中小企業者の売上及び商店街等の賑わいの回復を図る

ため、デジタル技術の活用等により、当該中小企業を支援する事業を実施する市内の商工会議所、商工会、商店街組織又はこれらと連携する団体（以下「

商工団体等」という。）に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、郡山市補助金等の交付に関する規則（昭和48年郡山市規則第18号。以下「

規則」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

 (1) 中小企業者 市内に事業所を有する中小企業基本法（昭和38年法律第154号）第２条第１項各号に掲げる者をいう。 

 (2) 商店街等 市内の商店街をはじめとするその他の地域及び特定の業種をいう。 

(3) 商工会議所 市内に所在する商工会議所法（昭和28年法律第143号）の規定に基づく商工会議所をいう。 

(4) 商工会 市内に所在する商工会法（昭和35年法律第89号）の規定に基づく商工会をいう。 

(5) 商店街組織 市内に所在する商店街振興組合法（昭和37年法律第141号）の規定に基づく商店街振興組合又は構成員の過半数が市内に事業所を有する

商工業者である任意の商店街に係る組織をいう。 

(6) 連携する団体 中小企業者及び前３号に規定するものが複数連携し、特定の事業を実施する実行員会等又は類似の事業を営むものが相互扶助等を目的

として設立した協会等で、構成員の合意による事業計画、収支予算をもって事業を実施する団体をいう。 

（補助金の交付の対象者） 

第３条 補助金の交付の対象となる者は、福島県が定める商店街等にぎわい回復促進事業補助金交付要綱（令和４年７月19日制定）に基づく補助金（以下「

県補助金」という。）の交付を受けた商工団体等とする。 

 （補助金の交付の対象経費等） 

第４条 補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、別表に定める経費とし、補助金の額は同表に定める補助金の額から次の各号

に該当する額を除いたものとする。 

 (1) 補助対象経費に係る消費税及び地方消費税相当額 

 (2) 県補助金として交付を受けた額  

２ 前項の規定により算出した額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。 

（補助金の交付の対象期間） 

第５条 補助金の交付の対象となる期間は、県補助金の交付決定を受けた日から当該交付決定を受けた日の属する年度の１月31日までとする。 

 （補助金の交付の申請） 



  

第６条 補助金の交付の申請をしようとする者は、県補助金に係る確定通知書を受けた日から60日以内又は当該確定通知書を受けた年度の３月31日のいずれ

か早い日までに、補助金等交付申請書（第１号様式）を市長に提出しなければならない。この場合において、当該申請書には、次に掲げる書類を添付する

ものとする。 

(1) 収支決算書 

(2) 郡山市商店街等にぎわい回復・ＤＸ推進事業補助金に関する情報提供承諾書（第２号様式） 

(3) 県補助金に係る実績報告書の写し及び当該報告書に係る添付資料の写し 

(4) 県補助金に係る確定通知書の写し 

(5) 定款、登記事項証明書等事業所の所在地が確認できる書類（事業所を有する場合に限る。） 

(6) 会員等名簿（事業所を有する場合を除く。） 

(7) 設立趣意書、会則等団体の設立目的又は事業内容が確認できる書類（連携する団体に限る。） 

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの 

２ 前項に規定する補助金の交付の申請は、規則第４条の２第３項の規定により事業の実績に基づき精算額で行うものとする。 

（補助金の交付の条件） 

第７条 規則第６条第１項第４号に規定するその他必要と認める条件は、補助金に係る帳簿及び証拠書類を整備し、事業が完了した日の属する年度の翌年度

から起算して５年間保存することとする。 

（補助金の額の確定) 

第８条 規則第15条第３項の規定により同条第１項の補助金等交付額確定通知書は、省略するものとする。 

（財産処分の制限） 

第９条 規則第20条ただし書に規定する市長が定める期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和40年大蔵省令第15号）別表に定められている財

産の耐用年数等に相当する期間の範囲内とする。 

２ 規則第20条第３号に規定する別に指定するものは、その取得価格又は効用の増加価格が50万円以上のものとする。 

（委任） 

第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、市長が定める。 

附 則 

この要綱は、令和４年10月31日から施行する。 

 

 

 



  

別表（第４条関係）   

補助対象経費 補助対象経費の内容 補助金の額 

賃金 この要綱の補助金の交付の対象となる事業のために新たに雇用する者の賃金 補助対象経費の２分の１以内の額。ただし、商工

団体等１団体当たり50万円を限度とする。 報償費 講師、出演者等への謝金 

旅費 講師、出演者等の交通費及び宿泊費 

需用費 消耗品費（事務用品代等）、食糧費（この要綱の補助金の交付の対象となる商工

団体等以外の出演者の飲食代、会議等のお茶代等）、印刷製本費（文書、パンフ

レットの印刷代等）、景品購入費（事業に供するものに限る。）等 

役務費 通信運搬費（切手、送料等）、広告料、手数料、保険料等 

委託料 外部への委託料（会場設営、撤去等） 

使用料及び賃借料 会場、会議室の借上料等 

その他 上記に掲げるもののほか、商店街等の賑わいの回復に資する経費として、市長が

必要と認めるもの 



  

第１号様式（第６条関係） 

                                 年  月  日 

郡 山 市 長 
                 
              申請者  郵便番号 

                   所在地  

団体等名称             

代表者職氏名 

       （自署又は記名押印） 

電話番号  

 

補 助 金 等 交 付 申 請 書  

 

 次の事業について、補助金の交付を受けたいので、郡山市商店街等にぎわい回復・ＤＸ推進

事業補助金交付要綱第６条第１項の規定により申請します。 

補 助 事 業 等 の 名 称 郡山市商店街等にぎわい回復・ＤＸ推進事業 

施 行 場 所  

総 事 業 費            円 

補 助 金 等 交 付 申 請 額               円 

事 業 の 目 的 

 

 

 

事 業 の 内 容 

 

 

 

着 手 、 完 了 日 着手  年  月  日 完了  年  月  日 

添 付 書 類 

□ 収支決算書 

□ 情報提供承諾書（第２号様式） 

□ 県補助金に係る実績報告書（写）、添付資料（写） 

□ 県補助金に係る確定通知書（写） 

□ 定款、登記事項証明書等事業所の所在地が確認できる書類

（事業所を有する場合に限る。） 

□ 会員等名簿（事業所を有する場合を除く。） 

□ 設立趣意書、会則等団体の設立目的又は事業内容が確認で

きる書類（連携する団体に限る。） 

振 込 先 口 座 

（フリガナ） 

口座名義人 

 

 

金融機関名 
    銀行・信用金庫   営業部・支店 

    信用組合         出張所 

預金種別 １普通 ２当座 口座番号  
 



  

第２号様式（第６条関係） 
 

郡山市商店街等にぎわい回復・ＤＸ推進事業補助金に関する情報提供承諾書 
 

年   月   日  

郡 山 市 長 

所在地  

団体等名称  

代表者職氏名  

（自署又は記名押印） 

 

郡山市長に対し、補助金の交付の申請を行った、郡山市商店街等にぎわい回復・Ｄ

Ｘ推進事業補助金の交付の決定及び決定の取消しのため行う調査に当たり、郡山市長

が福島県知事に対し下記の調査をすることを承諾します。 

 

 

記 

 

福島県が定める「商店街等にぎわい回復促進事業補助金交付要綱（令和４年７月19

日制定）」に基づく補助金の交付の決定、額の確定、返還、取り消し、財産管理に

係ること。 

 

 


